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概要　本稿では，三位一体改革によって行われた国庫支出金改革を経済性質面でデータを整

理することによって分析した。分析結果として，以下のことがわかった。第１に，改革に

よって奨励的補助金が削減されていることから効率性の面で評価できる。

　第２に，経済性質面では補助金等の整理合理化は進行していることが件数の減少によりわ

かった。金額面では対地方政府向けの補助金等は２.８億円増加していることがわかった。しか

し対地方政府補助金において不必要性や非効率性の評価がある資本形成分は減少しているこ

とから，改革による整理合理化が進行しているものといえる。

　第３に，市場の効率性を阻害するものとして扱われる経常補助金については全体の金額と

件数が下がっていることから効率化は進行しているものと評価できる。
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Abstract　This paper analyzed “Koizumi-Reform” which was to give local governments 

more fiscal autonomy by organizing economic data on a qualitative point of view. 

This paper considered the national subsidies, particularly to local governments. 

The following results were found.　 First, the reforms were evaluated in the face of 

efficiency by cutting these encouragement subsidies.

　 Second, these encouragement subsidies were adjusted and rationalized in the face 

of economic quality due to the fact that the amount of subsidies was reduced by the 

reform.　We found that the subsidies to local government rose ２８０ million yen.　However, 

the reform was positive in proportion with the streamlining and rationalization of 

subsidies to local government for decreasing in capital formation that was evaluated 

as unnecessary and inefficient.

　 Third, the current-subsidy recognized as impediment for efficiency in market de-

clines in the total amount money and number of subsidies.　This is evaluated as ongoing 

efficiency.

Key words　Koizumi-Reform, government expenditure, subsidies



１.　は　じ　め　に

国の財政が逼迫する中，国から地方公共団体をはじめ独立行政法人や各種団体へ多額の

補助金等が交付されている。２０１２年度においては一般会計から２７.４兆円，特別会計から１３.８

兆円にものぼる金額が交付されている。

近年のわが国において，国と地方の政府間財政に大きな変化をもたらした改革といえば，

小泉政権が実施した「三位一体改革」がある。表１は三位一体改革から現在にいたるまで

の補助金改革についてまとめたものだ。

 

小泉政権から現在にわたるまでの補助金改革は４つある。まず，「骨太の方針２００１」か

ら「骨太の方針２００３」における三位一体改革の提示期間である。第２は，その改革工程に

地方が「地方六団体決議」によって抵抗し，２００４年に政府・与党の合意に到った経緯であ

る。第３は，２００４年から２００７年にわたる改革期間である。２００７年に国から地方への財源移

転が完了する。その後，リーマン・ショックへの経済対策として「地方への配慮」として

交付金を地方に出すことがあった。 後は政権交代による鳩山内閣（２００９年９月発足）で

ある。なお，本稿では三位一体改革前後の比較分析を行うが，以上のことから改革前を

２００３年，改革後を２００７年としている。

三位一体改革は小泉政権の「骨太の方針２００２」で初めて言及され�，「骨太の方針２００３」

において具体的な工程が策定された。改革の内容は，国から地方への財源移転（３兆円），

表１　２０００年代における補助金改革の年表

主　な　内　容

地方自立・活性化プログラム（市町村合併，国庫補助負担金の整理合理化など）骨太の方針２００１

国と地方（三位一体改革を１年でとりまとめ）骨太の方針２００２

三位一体改革の基本方針の打ち出し（２００６年までの工程表の提示）骨太の方針２００３

国庫補助負担金改革案（三位一体改革への前提を提示）地方六団体決議（２００４年８月）

政府与党合意三位一体改革について（２００４年１１月）

国から地方への財源移転の終了２００７年

リーマン・ショック（２００８年９月）への麻生内閣の経済対策（地方への配慮）２００９年４月

鳩山内閣（民主党政権交代：マニフェスト２００９における「ひも付き補助金」の「一括交付金化」，地域主権２００９年９月

地域自主戦略交付金創設２０１１年

出所：筆者作成。
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�　「骨太の方針２００１」では三位一体改革という語はでてこない。しかし７つの改革プログラムの

中の１つとして，地方自立・活性化プログラム（市町村合併，国庫補助負担金の整理合理化など）

と記述されており，三位一体改革の内容が問題提起されている。



補助金の削減（４.７兆円），地方交付税の見直し（５.１兆円）を３点セットで行うというもの

である。その後，民主党政権が誕生する際の「マニフェスト２００９」では補助金等の削減に

よって６.１兆円が削減されるとしていたが，事業仕分けなどによっても多くの財源が掘り起

こされることに成功しなかった。これにより，ムダの削減には限度があり，増税やむなし

との意見も散見される。

民主党政権ではいまひとつの補助金改革が存在する。２０１１年度予算における地域自主戦

略交付金の創設である。「マニフェスト２００９」で描かれていた「ひもつき補助金の廃止，

一括交付金化」の一部実現である�。２０１１年度予算には投資的事業への補助金について使

い途の自由度を拡大させるものである。これは，一括交付金を内閣府予算とし，各省の事

前の関与を廃止して地方の裁量的選択を拡大するものである�。しかし現在は自民党政権

によって２０１３年度予算では地域自主戦略交付金は廃止され，各省庁への交付金に戻ってい

る�。２０００年代における自民党政権から民主党政権にいたるまで，補助金改革は政策の大

きな目玉であったものと解釈できる。

本稿では三位一体改革前後について分析を２００３年度と２００７年度を対象に行うが，これは，

２００８年度予算には大きな経済ショックへの対応が予算でなされていること，２００９年度予算

には民主党政権による補助金改革がなされていることによる。

三位一体改革における補助金削減の内容は義務的事業に対する補助金が中心となってい

る。削減の内容として奨励的事業に対する補助金もあってもよい。むしろ奨励的事業に対

する補助金を削減したほうが地方行政の効率化に効果的であるという意見もある�。また，

法的に決まっている補助金はムダの対象とならない現実がある。本稿では三位一体改革の

前後で補助金の削減がどのようになされたのかについてデータによって経済性質性の観点

から分析する。

国庫支出金改革について（鈴木）

─　　（　　）─2525

�　「マニフェスト２００９」には「国から地方への「ひもつき補助金」を廃止し，基本的に地方が自

由に使える「一括交付金」として交付する。義務教育・社会保障の必要額は確保する。」「「一括

交付金」化により，効率的に財源を活用できるようになるとともに補助金申請が不要になるため，

補助金に関わる経費と人件費を削減する。」と記載されている（１９ページ，第２７項より引用。）。

�　内閣府予算に５,２３０億円が計上されている。内訳は地域自主戦略交付金が４,７９９億円，沖縄振興

自主戦略交付金３２１億円となっている。

�　２０１３年１月１１日閣議決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を踏まえての廃止であ

る。

�　林・橋本（２００３）を参照。



２.　補 助 金 の 現 状

地方財政の現状をみておこう。図１は２００１年から２０１０年までの地方政府の歳入状況が描

かれている。この間，小泉内閣から菅内閣まで政権が推移している。図１によると，歳入

のピークは２００１年であり，７０.３兆円となっている。２００３年から２００７年にかけて三位一体改

革が実行されていくが，この間で歳入は約２兆円の増加となっている。しかし歳入の中身

は変化している。自主財源である地方税が２００３年から２００７年にかけて７.６兆円増加してい

る。これは歳入シェアで表すと，５１％から６１％への増加になる。経済成長による増加があ

るが，所得税から住民税への財源移譲が確実に貢献しているものと考えられる。国庫支出

金は２００３年から２００７年にかけて２.８兆円が削減され，地方交付税も２.９兆円が削減されてい

る。三位一体改革は金額上では実行されていることがわかる。

その後，２００９年は前年におきたリーマンショックの影響を受けて地方税収が落ちている。

２０１０年には政権交代による予算編成がなされており，自主財源である地方税の割合は５２％

にまで下がり，国庫支出金と地方交付税の割合はそれぞれ２６％，２２％に上昇している。特

に国庫支出金の割合の増加は２００７年の１６％から２２％へと大きい。
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出所：総務省『地方財政統計年報（２０１０年度版）』より作成。

図１　地方財政の現状（単位：億円）



図２は補助金を一般会計と特別会計にわけて，推移をみたものである。図２によると，

２００３年に特別会計分が大きく下がるが，２００４年に上昇している。その後，三位一体改革期

間中である２００７年まで一般会計分はそれほど増加せず，特別会計分を減少させる傾向で総

額を減らしている。しかし２００８年から２０１２年にいたるまで特別会計分が上昇傾向にある。

増加の１つの要因として民主党政権が打ち出した子ども手当が特別会計に組み込まれてい

ることが考えられる�。三位一体改革完了年である２００７年から２０１２年までに１３兆６,２４０億円

も特別会計分が増加していることになる。

次に補助金がどのようなところに交付されているのかについて見てみる。図３は一般会

計分ではあるが，交付対象別の推移である�。図において独立行政法人の存在は２００２年か

らであることに留意してほしい。

図３によると，補助金の主な交付先は地方公共団体であることがわかる。三位一体改革

中は地方公共団体への交付金額は低下傾向にある。２００４年において特殊法人のシェアが下
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�　子ども手当の財源として２０１１年度の所得税改正で１５歳以下の扶養控除が廃止されている。

�　『補助金総覧』の「総表」には特別会計分はまとまった統計が掲載されていない。

出所：『補助金総覧（各年度版）』「総表」より作成。

図２　補助金総額の推移



がって，独立行政法人のシェアが上がり，その後は両者ともにシェアにあまり変化がない

ことがわかる。やはり特殊法人の独立行政法人化が進行していることがわかる。民間団体

への交付金額については，グラフ期間中においてあまり変化がないこともわかる。

補助金は種類が多く，その存在理由も様々であるが，義務的補助金と奨励的補助金に大

きく分けることができる�。義務的補助金は地方の行政サービスが全国的に一定水準を保

つために担保されるものとして交付される。例としては，義務教育費国庫負担金や生活保

護費負担金などが存在する。奨励的補助金は地方の特定的な施策を奨励するために交付さ

れる。例として，私学助成，文化関係補助金，農業関係補助金などがあげられる。

奨励的補助金は特定の施策を推進する場合に，地方のコスト意識が低くなるおそれがあ

ると指摘されることがある。すなわち補助金が行政の効率化の阻害要因になる可能性を秘

めているということである。特定の施策を推進するために政治家のロビー活動や既得権益

化になる場合が指摘される。補助金の効率化，整理合理化が進行しているかどうかのカギ
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�　義務的補助金は地方財政法上では，負担金的補助金とされるが，本稿では一般的に用いられて

いる義務的補助金と記す。

出所：『補助金総覧（各年度版）』「総表」より作成。

図３　交付対象先の推移（一般会計分）



は奨励的補助金の削減ともいえる。

そこで奨励的補助金の１つの例として，図４における一般会計分における文教及び科学

振興費とその他の経費の金額とシェアの推移を見てみよう。図４によると，金額とシェア

が２００４年に増加している。その後，三位一体改革期間中及び，２００９年まで金額は横ばい，

シェアは縮小している。その後，２００９年以降では金額とシェアは増加している。鳩山政権

交代以降においては，奨励的補助金が増加しているものと考えられ，地方の施策における

非効率化が懸念される。

３.　既　存　研　究

補助金の改革あるいは，あるべき姿についての研究はこれまで多くがなされてきた。補

助金を全体的かつ網羅的に扱った研究として関西経済連合会（１９８１）とその続編である関

西経済連合会（１９８３）が存在し，これを発展させた研究として橋本・林（１９８１）が存在す

る。関西経済連合会（１９８１）と橋本・林（１９８１）は『補助金便覧（１９８５年度版）』を利用
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出所：『補助金総覧（各年度版）』「総覧：�「一般会計主要経費別構成」より作成。

図４　一般会計における奨励的補助金額とシェアの推移



し，補助金の整理合理化がなされているかどうかについて補助金等を構造的かつ多面的に

分析している�。具体的には一般会計分と特別会計分の補助金について補助根拠，創設年

度，補助率という見地あるいは基準から検討している。補助根拠からは公共性の程度，創

設年度からは奨励の目的達成程度，補助率からは公共性と補助の効果をみている。この研

究は，多額で複雑なシステムを持つ補助金の全容と構造を明らかにした点で先駆的である。

中井（１９８８）は１９８５年における国庫支出金の高率補助の大幅な削減が地方交付税として

の財源に振り替えられていることを「地方転嫁問題」として位置づけて，地方公共団体へ

の影響を金額面から試算している。具体的に取り上げているのは，義務的補助金として位

置づけられる生活保護費と社会福祉費である。分析結果として，地方交付税が不交付の団

体は「補助負担率の削減により国の財政負担が完全に転嫁される。」とし�，「交付団体の

都市は，補助率削減が交付税によってほぼ完全に措置され，国の財政負担は転嫁されな

い。」としている�。財政力が弱い団体は社会福祉費については補助金が削減される以上に

財政措置がなされるので，補助金が削減されることによって「財政配当が生じる。」とし

ている�。すなわち地方団体はその財政力によって転嫁の度合いが異なってくることを指

摘している。

井上・林・林（１９８８）も中井（１９８８）と同様に１９８５年の補助金改革を問題意識のきっか

けとしている。彼らは，補助金による地方の行動の変化を計量的に分析し，政策シミュ

レーションを行っている。具体的には，各公共サービスへの需要関数を推計することに

よって，地方団体が補助金にどのような影響をうけているのかを定量的に明らかにした上

で政策シミュレーションを行っている�。分析結果として，国が補助金によって地方をコ

ントロールしていることを指摘している。補助金が地方歳出のコントロールに有効である

ことから，「補助金を操作する場合には，府県によって補助金増額・減額に差を設けるこ

とが効果的である。」としている�。また「地方の厚生水準の向上という観点からすれば，

補助金削減とその財源措置を行うことが望ましい」としている�。
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�　『補助金便覧』は現在では『補助金総覧』に名称が変わっている。

�　中井（１９８８）１１３ページ，１１行目から引用。

�　中井（１９８８）１１３ページ，１２行目から引用。

�　中井（１９８８）１１４ページ，３
　

 行目から引用。

�　シミュレーションの政策メニューは，①補助金額を一律１０％カット，②補助金１０％カットする

が，その分の財源を増加させる，③法定補助率を１０％引き下げ，国がその分を補助しないという

ものである。

�　井上他（１９８８）４３ページ，２０行目から引用。

�　井上他（１９８８）４４ページ，２
　

 行目から引用。



吉田・赤井（２００３）は地方歳出削減を行い，地方交付税と国庫支出金を削減するという

政策を行った場合に，地域の財政状況がどのように変化するのかをシミュレーション分析

をしている。分析では基準財政需要に関係する投資関係の経費を削減するような歳出削減

によると，地方交付税と国庫支出金に関して地域間格差は拡大するが，１
　

 人あたりの歳入

総額について格差は縮小するとしている。この上に民間並みの給与削減を行うことによっ

て地方交付税と国庫支出金が１.２兆円程度削減することができるとしている。表２は既存研

究のまとめである。

これまでの研究を概観すると，補助金は多種多様で削減あるいは増加させる場合であっ

ても効果が大きく異なることから，どのような財源で措置し，どのような補助金を削減す

るのかが見分ける必要があるものと考えられる。本稿の目的は，三位一体改革が実行され

たことによって，補助金の中身が経済的にどのような性格あるいは質が変化したのかにつ

いて分析を行うことにある。
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表２　既存研究の概要

結　　　　　果目的・分析方法文　　　献

補助金全般にわたる全容と構造を明

らかにしている。補助金の流れが複

雑であるため，コスト意識が不明確

になりやすい。行政責任が曖昧にな

る。

『補助金便覧（１９８５年度版）』を利用。

補助金の整理合理化の検討。補助金

について補助根拠，創設年度，補助

率という見地，基準から検討。

橋本・林（１９８１），

関西経済連合会（１９８１）

地方団体の財政力によって転嫁の度

合いは異なる。（不交付団体と交付

団体の違いなど）

国庫支出金の交付税への振り替え：

「地方転嫁問題」

地方公共団体への影響を金額面から

試算（生活保護費と社会福祉費）。

中井（１９８８）

国は補助金によって地方をコントロー

ルしている。提言として，補助金を

用いた政策時には，地方団体によっ

て増減額を変更すること。補助金削

減と財源措置によって地方の厚生水

準を向上させる。

補助金による地方の行動の変化（公

共サービスへの需要関数）を計量的

に分析し，政策シミュレーション。
井上・林・林（１９８８）

基準財源需要に関係する投資関係の

経費を削減で，地方交付税と国庫支

出金に関して地域間格差は拡大。１

人あたりの歳入総額について格差は

縮小。この上に民間並みの給与削減

を実行すると，地方交付税と国庫支

出金が１.２兆円程度削減。

地方歳出削減を行い，地方交付税と

国庫支出金を削減するという政策で，

地域の財政状況への効果をシミュレー

ション。吉田・赤井（２００３）

出所：筆者作成。



４.　データと分析

本節では本稿で用いたデータとデータを整理することによって明らかになったことを述

べることにする。本稿での分析手法は関西経済連合会（１９８１）と橋本・林（１９８１）を部分

的に踏襲している。これら２つの研究が１９８０年度の予算のみを対象としているのに対し，

本稿では三位一体改革前後である２００３年度と２００７年度を比較検討している点で異なってい

る�。

４.１.　データ

本稿で用いたデータは三位一体改革前後である２００３年度と２００７年度の『補助金総覧』で

ある。『補助金総覧』には一般会計，特別会計，政府関係機関に分けて補助金等の金額，

交付対象，補助率，補助根拠，創設年度が記載されている。『補助金総覧』は，属性の違

いも考慮するならば，数千にも及ぶ種類の補助金の全容を明らかにできる唯一の資料であ

る。

掲載されているのは，補助金，負担金，交付金，補給金，委託費，地方交付税交付金，

援助金及び，国際分担金等である。しかし補助金等として対象とするのは，橋本・林

（１９８１）にしたがって，後者３つを除くことにした�。各種補助金には一般会計分では１１桁，

特別会計分では５桁の番号がつけてあり，この番号によって主要経費別，目的別，経済性

質別，使途別に分類することができる。経済性質別の番号は『国民経済計算年報』に従っ

ていることを特記しておく。加藤・田頭（１９９６）にしたがって各項目についてまとめると，

表３のようになる�。
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�　関西経済連合会はこの後に関西経済連合会（１９８３）において１９８１年度から１９８３年度までについ

て補助金の整理合理化がなされているのかについて分析している。

�　橋本・林（１９８１）を参照。

�　補助金の定義は難しい。予算科目上，適正化法上，地方財政法上とそれぞれにおいて補助金の

定義は異なっている。詳細は加藤・田頭（１９９６）の第１章を参照してほしいが，加藤・田頭

（１９９６）において，「補助金（助成金を含む。），負担金，交付金，補給金，委託費を以下，「補助

金等」として稿を進める。」とある。（１１ページ，６
　

 行目から引用。）



４.２.　三位一体改革前後におけるデータの比較分析

三位一体改革では２００４年度予算概算要求において，補助金の削減内容として，奨励的補

助金を対前年度比５％削減することを打ち出した。また公共事業費の削減が改革の主だっ

たものであったことから公共事業費に関係する補助金も削減対象（削減額は４,５００億円）と

なった�。当時，義務教育費国庫負担金における教職員の退職手当と児童手当の分である

２,３００億円が一般財源化された。また児童保護費等国庫負担金における公立保育所運営費が

一般財源化された（１,７００億円）。三位一体改革によって補助金等は１兆円程度が削減され

たが，社会保障費への補助金が増加しているために合計レベルでは削減効果は相殺されて

しまっている。

実際のデータによって改革前後を詳しくみていくことにする。表４が本稿で分析の対象

とした補助金等の金額である。２００３年から２００７年までに合計金額で一般会計分が６,６９５億円

増加しているが，特別会計分は１兆５,３６３億円減少している。一般会計では，補助金は２兆

１,７３５億円減少しているが，交付金が２兆９,０５１億円増加していることから総額で増加して

いる。特別会計では，すべての項目が減少している中で補助金が１兆１,４８５億円が大きく減

少している。交付金の性格は「特定の目的をもつて交付する金銭を広く指す。義務負担的

性格のものが多いが，なかには助成する目的で交付する補助的なものもある。」とされて
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�　しかし新たに「まちづくり交付金」として１,３００億円が設置されている。

表３　補助金等の項目の性質

主　　な　　例性　　　　　質項 目

生活保護費補助金，児童保護費補助金，農業構

造改善推進補助金などの社会保障，文教，農業，

中小企業，公共事業等に多く交付される。

特定の事務や事業に対する交付。奨励的，助

成的な給付金。不正や他の用途に使うと罰則

あり。

補助金

義務教育費国庫負担金，国家公務員等共済組

合負担金など。

国に一定の義務や責任のある事務や事業に対

して，義務的に負担する給付金。
負担金

国有資産所在市町村交付金，文化財保護法等

交付金，国民生活センター交付金など。

特定の目的があって交付する。義務的な性格

のものや助成的なものもある。
交付金

農業近代化資金利子補給金，住宅金融公庫補

助金など。

一定の経費について不足を補うために交付。

利子差額を補給するものと，収支差を補給す

るものにわかれる。

補給金

科学技術試験研究委託費など。国の事務や事業を特定の者に委託して行わせ

る場合に支出する。調査や研究委託への対価

の支払い。

委託費

出所：加藤・田頭（１９９６）より作成。



いる�。補助金の性格は「奨励，助成的な給付金である。適正化法の対象となり，不正，

他用途使用には厳罰が科される。」とされている�。補助金等が増加している要因として，

一般会計の交付金があげられる。

表５は一般会計分の交付金を所管別金額で比較したものである�。改革前後における交

付金増加シェアの 大所管は文部科学省であり，その増加シェアは５６.２％である。２
　

 番目

は国土交通省であり，その増加シェアは１７.６％である。
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�　加藤・田頭（１９９６）１０ページ，４
　

 行目から引用。

�　加藤・田頭（１９９６）９ページ，２２行目から引用。

�　表５における「その他」は国会，裁判所，会計検査院，内閣に交付される国有資産所在市町村

交付金である。

 表４　分析対象とした補助金等の分類 （単位：億円）

合計委託費補給金交付金負担金補助金

２２３,２３４３,３２１５,１７４２３,５１６１２７,６８１６３,５４１一般会計分
２００３年

６１,１９７３,７１０９０２２６,５１９５,１９８２５,１６８特別会計分

２２９,９２９４,５４７３,１７８５２,５６７１２７,８３１４１,８０６一般会計分
２００７年

４６,１３４３,２１２４４８２６,４８９２,３０３１３,６８２特別会計分

出所：『補助金総覧』２００３年度版と２００７年度版より作成。

 表５　所管別の交付金比較 （単位：百万円）

増加シェア２００７年２００３年

４.８％１７０,３０４３０,４５０内　閣　府

０.８％１３９,０９３１１６,５９９総　務　省

０.４％１０,５０２３２６法　務　省

－０.４％１８８,６９８２０１,６９５外　務　省

－０.１％１５,４７０１９,２９６財　務　省

５６.２％１,９１０,９１９２７７,１７６文部科学省

９.０％１,４１４,８２３１,１５３,９３１厚生労働省

７.４％５７５,６０５３５９,３５６農林水産省

２.１％１７３,５７７１１２,８８５経済産業省

１７.６％５５７,７７７４７,６４４国土交通省

１.４％７２,２２３３１,０４５環　境　省

０.９％２６,６２１―防　衛　省

０.０％１,０７７１,２０１そ　の　他

１００.０％５,２５６,６８８２,３５１,６０３合　計

出所：『補助金総覧』２００３年度版と２００７年度版より作成。



そこで交付金増加シェア 大所管である文部科学省の交付金が，改革前後でどのように

項目が変化しているのかをみたものが，表６である。表６では「２００３年にあって２００７年に

なくなっている交付金」と「２００７年にあって２００３年にない交付金」を比較している。改革

前後での純増額は１兆５,３４７億円となるが，そのほとんどは国立大学法人運営費交付金の１

兆２,０４４億円の追加である。国立大学法人運営費交付金は２００４年から計上された法律補助で

ある。

次に補助金等が全体として経済性質的に改革前後でどのような変化したのかについてみ

てみよう。ここでは経済性質別に分けることが可能である一般会計分に限っている。補助

金等の件数は，科目区分レベルでカウントしている。表７にデータがまとめられている。

まず，２００３年から２００７年にかけて補助金等は１兆８７０億円増加しているが，件数は２８９件減

少していることから，補助金等は整理化されていることがわかる。

補助金等は対地方政府に主に回っていることがわかる（金額ベースで２００３年は４４.７５％，

２００７年は５４.６９％）。改革前後で対地方政府補助金は２兆８,４２８億円増加している。対地方政

府補助金における資本形成は不必要性や非効率性の評価があるハコモノ事業を中心とした

ものであり，改革前後において件数はほぼ同じであるが，金額で５,０３４億円減少しているこ

とから全体的に削減したものと考えられる。経常補助金は人件費や事務費が多く含まれて

いるが，金額ベースで１,３４６億円が削減されている。社会扶助費は６,０６５億円の増加となっ

ており，社会保障需要の高まりに国から地方への補助金が増大していることがわかる。
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 表６　文部科学省所管交付金（一般会計分）の２時点比較 （単位：百万円）

金　額２００７年にあって２００３年にない金　額２００３年にあって２００７年にない

４９５特別支援教員就学奨励費交付金０在外教育施設派遣教員経費交付金

５２２独立行政法人国立大学財務・経営センター一般勘定運営交付金１４１原子力安全防災対策交付金

１,２０７独立行政法人国立特別支援教育総合研究所運営費交付金４６３特殊教育就学奨励費交付金

１,３３６特定放射光施設利用研究拡大・充実支援等交付金６５８特定放射光施設利用研究支援等交付金

１,９９６独立行政法人大学評価・学位授与機構運営費交付金１,１８５独立行政法人国立特殊教育総合研究所運営費交付金

２,０８３独立行政法人メディア教育閉鎖センター運営費交付金１,１９３地震関係基礎調査交付金

９,０４２独立行政法人国立文化財機構運営費交付金４,１１５独立行政法人国立少年自然の家運営費交付金

１０,５１８政府開発援助独立行政法人日本学生支援機構運営費交付金４,３００独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター運営費交付金

１０,９１３独立行政法人国立青少年振興機構運営費交付金４,４２３独立行政法人国立青年の家運営費交付金

１０,９２８独立行政法人日本学生支援機構運営費交付金５,１２８独立行政法人国立博物館運営費交付金

２８,８００高等学校奨学金事業交付金９,７１０独立行政法人航空宇宙技術研究所運営費交付金

３７,１９０独立行政法人海洋研究開発機構運営費交付金５５,５７４独立行政法人科学振興機構運営費交付金

５８,７６８独立行政法人日本原子力研究開発機構運営費交付金

６９,０３０独立行政法人国立高等専門学校機構運営費交付金

７０,９７０安全・安心な学校づくり交付金

１０３,４６３独立行政法人科学技術振興機構一般勘定運営費交付金

１,２０４,３７７国立大学法人運営費交付金

１,６２１,６３７合計８６,８９１合計

１,５３４,７４７差額

出所：『補助金総覧』２００３年度版と２００７年度版より作成。



会計間重複は橋本・林（１９８１）によると，「地方団体に対する使途を特定しない補助金

が計上されている。」とあるように�，地方の財政負担を国が代わりに負担している意味合

いが強い補助金である。会計間重複は補助金等の中で金額ベースで２番目に高いシェアが

あり，金額ベースで６,１１０億円減少しているが，シェアでみると，改革前後であまり変化が

ない（２００３年は３７.５２％，２００７年は３３.２３％）。しかし件数は９８件から１７０件に増加している。

『補助金総覧』では各補助金項目に対して『国民経済計算年報（SNA）』と経済性質の面

でリンクさせている。SNA において各項目の経済性質は，市場価格へどのような効果を

もっているのかによって分けられている。したがって国から地方への「補助金」と扱われ

ているものは，SNA での中央政府から地方政府への補助金とはならず，経常移転あるい

は資本移転となる�。SNA 上で補助金と扱われる部分は，中村（１９９９）によると，「間接

税および補助金は，経済活動が生み出す新たな付加価値とはいえないが，財貨・サービス

の現実の取引がこれらを含んで行われるため，（中略）間接税がかけられれば財貨・サー

ビスの価格が上昇するが，補助金はそれと反対の効果をもつため，負の間接税ともみなせ

る。」とある�。したがって経常補助金の規模が大きいということは，それだけ効率性を阻

害しているとみなすことができる。
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�　橋本・林（１９８１）８９ページ，２
　

 行目から引用。

�　詳細は中村（１９９９）第２章，および白川・井野（１９９４）第４章を参照。

�　中村（１９９９）４４ページ，２
　

 行目から引用。

 表７　補助金等の経済性質別構成の比較 （単位：百万円）

２００７年度２００３年度

件　　数金　　額件　　数金　　額

構成比件　数構成比金　額構成比件　数構成比金　額

３５.０７％５５３５４.６９％１２,９７３,０８２３６.７６％６８６４４.７５％１０,１３０,２４８対地方政府補助金

５.８３％９２２９.７１％７,０４７,１１５７.７２％１４４１７.４７％３,９５４,７１８　　　　　　経常支出

２３.０８％３６４１０.４５％２,４７８,０７６２０.６９％３８６１３.１７％２,９８１,４８７　　　　　　資本形成

２.５４％４０１２.４６％２,９５５,３４９３.６４％６８１０.３８％２,３４８,８５７　　　　　　社会扶助金

０.６３％１００.０１％２,３４１２.６３％４９０.６０％１３６,９２６　　　　　　経常補助金

２.９８％４７２.０７％４９０,２００２.０９％３９３.１３％７０８,２６０　　　　　　その他

２６.３８％４１６１.８７％４４２,５３７２８.７８％５３７４.３３％９７９,０００経常支出

２４.１０％３８０１.８１％４２８,１９４２６.６９％４９８１.４３％３２４,１２９　　　　　　中間消費

２.２８％３６０.０６％１４,３４４２.０９％３９２.８９％６５４,８５１　　　　　　その他

３.０４％４８０.１１％２６,４５０１.３９％２６０.０８％１７,９７３資本形成

１０.７８％１７０３３.２３％７,８８２,６９９５.２５％９８３７.５２％８,４９３,７３２会計間重複

１４.４６％２２８５.３３％１,２６４,９５５１６.０８％３００７.３０％１,６５２,０２５経常補助金

０.４４％７０.０３％６,２０１０.３２％６０.０５％１１,４７３社会扶助金

６.０２％９５３.２６％７７３,０１５５.７３％１０７３.９７％８９８,８５９その他の経常移転

３.８０％６０１.４９％３５３,３７７５.６８％１０６２.００％４５２,０２７その他

１００.００％１,５７７１００.００％２３,７２２,３１５１００.００％１,８６６１００.００％２２,６３５,３３８合計

出所：『補助金総覧』２００３年度版と２００７年度版より作成。



そこで，所管別に経常補助金について件数と金額を整理したものが表８である。まず，

全体の金額は改革前後で，１
　

 兆６,５２０億円から１兆２,６５０億円に下がり，件数も３００件から２２８

件に減少していることから整理化と合理化が進み，効率性の面からは評価できる。特に国

土交通省は１,９４２億円，経済産業省は１,１８０億円減少させている。一方，厚生労働省は１,０４１

億円増加している。ここでも社会保障需要への対応として政策の変化がわかる。

農林水産省と文部科学省では，金額ベースでほとんど変化がない。経常補助金の金額は

全体で減少していることから，金額ベースでほとんど変化がないということは金額シェア

は高まっている。特に農林水産の分野は規制が強いことが知られているが，補助金におい

てみると，経済性質の面で効率化が進んでいないことがわかる。

５.　さ　い　ご　に

本稿では，２００３年度と２００７年度の『補助金総覧』を用いて三位一体改革によって補助金

等，国庫支出金の整理合理化を経済性質面でデータを整理することによって分析した。大

きな改革前後を SNA とリンクさせた予算項目で比較している分析はこれまでにない。

分析結果として，第１に改革によって国庫支出金の削減は実行され，奨励的補助金が削

減されていることから効率性の面で評価できる。改革後には奨励的補助金が増加傾向にあ

るため再度，抜本的な改革が望まれる。

第２に一般会計分，科目区分レベルに限ってであるが，経済性質面では補助金等は件数

国庫支出金改革について（鈴木）

─　　（　　）─3737

 表８　経常補助金の所管別の内訳（一般会計分） （金額単位：百万円）

２００７年２００３年

件数シェア件数金額シェア金額件数シェア件数金額シェア金額

１.３２％３０.４５％５,７０５２.３３％７０.８０％１３,２５７内 閣 府

１.３２％３０.２３％２,８４８３.３３％１０３.４２％５６,４７６総 務 省

０.４４％１０.８１％１０,２１３０.００％００.００％０法 務 省

１.７５％４１.７３％２１,９４２５.６７％１７８.１５％１３４,５５８外 務 省

１.７５％４０.１７％２,０９３１.００％３０.１４％２,３３７財 務 省

４.８２％１１１２.１４％１５３,５３２４.００％１２９.６０％１５８,５８９文部科学省

７.４６％１７１１.４７％１４５,０９３６.６７％２０２.４８％４１,０１８厚生労働省

３８.６０％８８３８.３０％４８４,４１７３３.００％９９２９.３７％４８５,１２１農林水産省

２６.３２％６０７.４６％９４,４１９２６.６７％８０１２.８６％２１２,３８７経済産業省

１６.２３％３７２７.２５％３４４,６９３１７.００％５１３２.６２％５３８,８８１国土交通省

０.００％００.００％００.３３％１０.５７％９,４０１環 境 省

０.００％００.００％０――――防 衛 省

１００.００％２２８１００.００％１,２６４,９５５１００.００％３００１００.００％１,６５２,０２５合　　計

出所：『補助金総覧』２００３年度と２００７年度より作成。



で２８９件減少していることから整理合理化は進行したものといえる。補助金等の主な対象

は地方政府であるが，対地方政府向けの補助金等は増加していることがわかった。その金

額は２兆８,４２８億円の増加である。しかし対地方政府補助金において不必要性や非効率性の

評価がある資本形成分は減少していることから，改革前後において整理合理化は進行して

いるものと評価できる。また，社会保障関係費である社会扶助費は今後の高齢化の進行に

ともなって増加の懸念材料である。

第３に，SNA 基準で市場の効率性を阻害するものとして扱われる経常補助金について

は全体の金額と件数が下がっていることからある程度の効率化は進行しているものといえ

るが，なお規制官庁といわれる省が所管している補助金は効率化が進んでいないことがわ

かった。

三位一体改革はこれまでなかなか進んでこなかった多額の補助金の整理合理化に一定の

効果をあげたものと評価できる。しかし改革後に経済状況における大きなショックと政権

交代があり，三位一体改革の効果が相殺されている懸念が生じている。国と地方の財政状

況が厳しい中，増税と歳出削減がセットで行われる必要がある。三位一体改革という大き

な改革をより一層進める必要があるが，その場合には削減対象となる補助金の経済性質性

を考慮して，どのような財源を措置すべきなのかについて吟味する必要がある。効率性を

重視するのであれば，奨励的補助金の削減と一般財源化の路線を推し進めるのがよいだろう。
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